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平成２２年度監査計画について（通知） 

 

 

平成２２年度監査計画を別添のとおり決定しましたので通知いたします。 

なお、それぞれの監査を実施する際には、実施要領に基づき、その都度、事前に通

知いたします。 
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平成２２年３月１５日 

監査委員協議会決定 

 

平成２２年度 監 査 計 画 

 

１．基本方針 

監査委員は、地方自治法により設置された独立の執行機関として、区民の負託を

受けて常に公正不偏の立場から監査を行い、本区の公正で効率的な行財政運営を確

保することを責務としている。 

さらに平成２１年度には、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健

全化判断比率等についての審査が本格実施されるなど、その役割は重要性を増して

いる。 

そこで、平成２２年度の監査にあたっては、公正で効率的な行財政運営に資する

ため、区民の視点に立った効果的な監査を目指して、次の基本方針に基づき実施す

る。 

 

（１） 区の事務事業や予算執行について、法令等に基づき適正に処理されているか

という「合規性」・「正確性」の観点はもとより、コストの縮減が図られ、支出し

た費用に見合う効果をあげているかという「経済性」・「効率性」の観点、及び所

期の目的を達成しているかという「有効性」の観点からも検証する。 

 

（２）監査の実施にあたっては、「違法・不正の指摘」にとどまらず、「指導」に重点

をおいて監査を実施する。また、監査の網羅性を確保しつつ、監査効果の向上の

ため、「監査重点項目」を設定するとともに、各部課における誤りを未然に防止

するためのチェック体制の確立の重要性を勘案して「内部統制（内部チェック）

の整備・運用」に留意した監査を実施する。 

 

（３）監査の実効性を確保するため、監査結果により是正改善等の措置を講ずべき事

項について、所管部局を明示する。 

  また、各監査の実施に際しては、前年度監査結果に対する措置・改善状況等に

かかる各所管部局からの報告を徴取し、必要に応じ「是正・改善」を求めるなど、

監査結果の実効性を確保するためのフォローアップを適切に実施する。 

 

（４）監査結果報告書について、区民にわかりやすい内容・表現に努めるとともに、

監査に関する情報を区民に提供する。 
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２．監査別実施方針 

平成２２年度に実施する各監査については次の実施方針によることとし、個々

の具体的な実施内容、実施方法、監査の視点等は、別途、各監査の実施要領にお

いて定める。 

 

（１）定期監査（地方自治法第１９９条第１項及び第４項） 

区における事務事業の執行（財務等）全般を対象に実施する基本的な監査と

して、合規性の観点とともに、「経済性」・「効率性」・「有効性」の観点から各

事務事業にかかる実施の成果及び事業経費の執行状況の適正性についても検

証を行う。 

   なお、効果的な監査の実施のため、重点的に監査を行う事項をあらかじめ設

定する。 

定期監査は、「部局監査」及び「施設監査」に区分して実施する。 

 

① 部局監査 

ア．監査の対象部局は、全部課とし、課（課に準ずるセンター、所、室等を

含む）を単位として監査を実施する。 

イ．実施の時期は、事務局監査を４月～６月、監査委員監査を６月～８月と

する。 

ウ．監査対象範囲は、原則として平成２１年度の区の事務事業全般とし、決

算審査を効率的・効果的に実施するために、部局監査における監査委員監

査を実質的な決算審査として位置づけ、これと一体的に実施する。 

エ．監査にあたっては、各主管部局が実施している事業が、住民の福祉の増

進に寄与し、最少の経費で最大の効果を挙げているか、庶務関係、予算経

理、収入、支出、契約、現金・有価証券の出納保管、財産、及び施設の管

理業務等が、法令等の定めるところに従って適正に行われているかを主眼

として実施する。 
オ．部局監査は、実質的な決算審査として、相互に関連をもたせながら一体

的に実施することから、重点項目については決算審査と同一の内容とする。 
カ．あらかじめ「監査の視点」項目を定めるとともに、平成２１年度定期監

査結果における指導、意見及び要望等のあった事項を中心に、事務事業の

執行上適切な処理及び改善等の措置がなされているかを検証する。 

 

② 施設監査 

ア．監査の対象施設は、教育委員会が所管する幼稚園、小・中学校、竹岡健

康学園及び区長部局が所管する地域区民ひろば、児童館、子どもスキップ、

ジャンプ（中高生センター）、保育園等の公の施設とする。 

  イ．実施の時期は１月～２月とする。 
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ウ．幼稚園、小・中学校は３年に 1回、地域区民ひろば、児童館、子どもス

キップ、ジャンプ（中高生センター）、保育園は４年に１回を基本に実地

監査を実施する。 

  エ．監査対象範囲は、原則として平成２２年度における監査対象施設の管理

運営事務とする。 

オ．監査にあたっては、当該施設の設置目的に沿って施設の運営が有効かつ

効率的になされているか、施設の維持管理は適正に行われているか、及び

資金前渡金等の現金管理は適切に行われているかなどの実務的な観点か

ら行う。 

    カ．実施対象施設は【別紙１】のとおりとし、事務監査と監査委員監査を並

行して実施する。 

 

   ③ 民設民営施設（区外施設を含む）に対する監査の実施 

     区の施策により民設民営に移行した施設については、施設や財産の管理・

保管状況等に関し、監査委員協議により部局監査の一環として実施する。 

 

（２）決算審査（地方自治法第２３３条第２項） 

① 決算審査は、平成２１年度決算を対象にして、定期監査（部局監査）及び

例月現金出納検査との関連を持たせて実施する。 

② 各会計歳入歳出決算審査は、会計管理者が調製する各会計の決算計数につ

いて、適正かという形式審査及び予算執行、資金運用、財産管理、及び財政

運営の状況について、分析とともに違法・不当な収支がないかの実質審査を

それぞれの観点から実施し、監査委員の意見を提出する。 

③ 実施時期は、定期監査（部局監査）の事務監査・監査委員監査のほか、下

記重点項目を中心に、７月に監査委員による審査を実施する。 

④ 審査にあたっては、収入未済・不納欠損、及び新規事業を平成２２年度の

重点項目とする。 

   ⅰ.収入未済・不納欠損 

      平成２０年度決算審査意見書において述べた各部局における収納対策

の取組み状況や意見の内容を踏まえ、特に特別区民税、国民健康保険料

及び介護保険料の３公金における収入未済や滞納自体を発生させない

ための効果的な取組みについて具体的な検証を行う。 

   ⅱ.新規事業 

       新規事業の執行状況を踏まえ、企画立案段階での需要把握、経費見積

もりや事業の執行方法の適正性の観点から検証を行う。 
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（３）健全化判断比率等審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第

１項及び第２項） 

① 区長から審査に付された平成２１年度の健全化判断比率（実質赤字比率・

連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率の４財政指標）、及びその

算定基礎となる事項を記載した書類が適正であるかを審査し、監査委員の意

見を提出する。 
② 実施時期は、事務審査及び監査委員審査を７月～８月に実施する。 

③ 審査にあたっては、国の通知及び提出書類のチェックポイント等を踏まえ

て、財政課との協議・ヒヤリングを行いつつ実施する。その際、平成２０年

度の健全化判断比率との比較・分析と併せ、決算審査と連動した監査委員の

比率に対する評価を行う。また、健全化判断比率が、法律に定める早期健全

化基準及び財政再生基準以上となっていないかどうか厳密に審査を行う。 

 

（４）行政監査（地方自治法第１９９条第２項） 

① 行政監査は、区が管理・執行している事務事業のうち、各部局共通の事務

の中から全庁的、横断的に検証する必要がある事務、又は各部局の個別事業

の中から重点的に掘り下げて検証する必要のある事業について、「経済性」・

「効率性」・「有効性」の観点から原則として毎年度、実施する。 

② 上記の視点からの適時性・重要性を勘案し、実施テーマについては監査委

員協議により決定する。 

③ 実施の時期は、事務監査を１２月、監査委員監査を 1月から２月に実施す

る。 

④ 監査にあたっては、対象の事務事業が区民サービスの向上の視点に立って

実施されているか、事務処理は効率的に行われているか、事務の執行は法令

等に基づき適正に行われているか、事務事業の目的は達成されているか、各

部局の連携は取れているか等の観点から監査を実施する。 

 

（５）工事監査（地方自治法第１９９条第５項） 

① 平成２１年度に区が実施した工事（平成２２年度に引き続き実施した工事、

工事実施に伴う設計、監理等の業務委託を含む。）を対象とする。対象には

学校工事を含む。 

② 監査を効率的、効果的に実施するため、監査の対象となる工事から工事の

種別、用途構造、契約内容等を考慮し、監査委員の協議のうえ対象工事を選

定して実施する。 

③ 実施の時期は、事務監査、監査委員監査を１０月に実施する。 

④ 監査にあたっては、設計、積算、契約、施工等の各段階において技術面等

から当該工事が適正に行われているかを主眼とし、合わせて「経済性」・「効

率性」・「有効性」の観点にも留意して実施する。 



 5

（６）財政援助団体等監査（地方自治法第１９９条第５項及び第７項） 

① 財政援助団体等監査の対象は、出資団体、公の施設の管理を行う指定管理

者及び補助金交付団体とし、原則として平成２１年度の出納その他の事務の

執行を対象として監査を実施する。なお、区が損失補償を行う団体について

は、監査委員協議により実施の有無を検討する。 

② 実施する団体は、外郭団体（出資団体等）を原則２年に 1回対象とすると

ともに、指定管理者は３年に１回を基本としつつ、指定管理期間に応じて終

了または更新するまでに少なくとも 1回は対象とする。公設民営の保育園に

ついては、指定管理者に準じた取扱いとし、同様の基準で実施する。 

③ 補助金交付団体（外郭団体・指定管理者は除く。）は、団体の運営経費的

補助（人件費補助を含む）を受けている団体を対象に２年または３年に１回

実施する。 

   ④ 出資団体等の外郭団体は、その事業運営に係る出納その他の事務の執行が

出資等の目的に沿って適切に運営されているか、会計経理等が適正に行われ

ているか、経営及び財務状態が良好かという観点から実施する。あわせて所

管部課が当該団体に対して適切な指導監督を行っているか等についても監

査を実施する。 

⑤ 指定管理者は、指定管理者の当該公の施設の管理に係る出納その他の事務

の執行について協定に基づき業務が適正に行われているか、収支会計経理は

適正に行われているか、当該施設の管理運営が適切に行われているか等の観

点から実施する。あわせて所管部課が当該団体に対して適切な指導監督を行

っているか、公の施設の管理経費（委託料）を適切に算定しているか等につ

いて監査を実施する。 

⑥ 補助金交付団体は、補助対象となる事業が、区の交付目的に沿って適正か

つ効果的に行われているかという観点から実施する。あわせて当該所管部局

を対象として、補助金等の交付手続き、及び適切な指導・監督が行われてい

るか等について監査を実施する。 
⑦ 事務監査を充実させるため、専門的な見地から公認会計士による会計帳簿

等財務関係書類の調査を実施し、対象団体の決算における会計分析の視点を

強化する。 

⑧ 実施する時期は、事務監査（会計士による調査を含む）を１０月、監査委

員監査を１１月に実施する。 

⑨ 実施する団体は、【別紙２】のとおりである。 

 

（７）例月現金出納検査（地方自治法第２３５条の２第１項） 

毎月、期日を定め、会計管理室で取り扱う各会計の現金出納について、現金

の保管・出納事務が適正かという観点から、保管する現金の残高及び関係計数

の正確性を確認するとともに、基金を含む資金の運用状況等、財政収支の動向



 6

を計数及び証拠書類から検査する。 

 

３．各監査の実施時期 

年間の監査日程は、「平成２２年度監査実施日程表」【別紙３】によるが、議会日

程等により変更する場合がある。 

各々の監査を実施する際には、実施要領に基づき、その都度、事前に日程等を通

知する。
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                               【別 紙１】 
 

施設監査を実施する対象施設一覧 
（幼稚園、小・中学校、竹岡健康学園） 

所管部局 対  象  施  設 

教育委員会事務局 

小学校（８校） 
清和、巣鴨、朝日、南池袋 
池袋第二、目白、椎名町、高松 

 
中学校（３校） 

駒込、巣鴨北、西池袋 
 
幼稚園（１園） 

池袋 
 

 
 

施設監査を実施する対象施設一覧 
（地域区民ひろば、子どもスキップ、ジャンプ〈中高生センター〉、児童館、保育園） 

所管部局 対  象  施  設 

区 民 部 地域区民ひろば課

地域区民ひろば（５施設） 
朝日 
池袋本町（池袋本町第一区民集会室を含む。） 
西巣鴨第一・第二（西巣鴨区民集会室を含む。） 
富士見台（南長崎第一区民集会室を含む。） 
高松（高松区民集会室を含む。） 

子ども家庭部 

子ども課 

子どもスキップ（４施設） 
仰高、朝日、西巣鴨、池袋第二 

児童館（１施設） 
上池袋第一（上池袋第一区民集会室を含む。） 

保育園課 
保育園（５施設） 

西巣鴨第二、西巣鴨第三、池袋第二 
目白第一、目白第二 
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【別 紙２】 
 

財政援助団体等(指定管理者を含む)監査を実施する対象団体等一覧 
 

所管部局 対  象  団  体（区  分） 

施設管理部 財 産 運 用 課
豊島区土地開発公社 
（出資団体、補助金交付団体） 

文化商工部 生 活 産 業 課
財団法人 豊島区勤労者福祉サービスセンター 
（出資団体、補助金交付団体） 

保 健福祉部 福 祉 総 務 課
社団法人 豊島区シルバー人材センター 
（補助金交付団体） 

保 健福祉部 福 祉 総 務 課
社会福祉法人 豊島区社会福祉協議会 
（補助金交付団体） 

文 化商工部 学習・スポーツ課

株式会社 コナミスポーツ＆ライフ 
（指定管理者） 
＊指定管理施設：雑司が谷体育館 

文 化商工部 学習・スポーツ課

株式会社 ピーウォッシュ 
（指定管理者） 
＊指定管理施設：池袋スポーツセンター・西池袋温

水プール 

土  木  部 交 通 対 策 課

日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 
（指定管理者） 
＊指定管理施設：巣鴨地区・目白地区・千登世橋自

転車駐車場 

文化商工部 文化デザイン課 
株式会社 榧 
（指定管理者） 
＊指定管理施設：熊谷守一美術館 

 


